
「平成29年度 那覇空港機能拡張検討調査業務委託」募集要項

１ 委託事業名

平成29年度 那覇空港機能拡張検討調査業務委託

２ 目的

那覇空港は、平成29年５月時点で国内外の44路線を結んでおり、旅客数等の

好調な推移を踏まえ、今後の需要増に対応すべく、第２滑走路増設や国内線・

国際線のターミナルビルを結ぶ際内連結ターミナル施設などの整備が進んでい

る。

今後の航空需要の伸びや、多岐にわたる空港利用の拡充に伴い、空港施設の

狭隘化が懸念されることから、本業務では那覇空港の将来の航空需要や物流需

要等を的確に把握し、県経済の発展を見据えた拡張の検討を行うことを目的と

する。

また、那覇空港の空港経営改革に向けて、コンセッション等の取り組みが先

行している他空港の状況について情報収集を行い、那覇空港の特徴を踏まえた

課題や効果の整理を行うことを目的とする。

３ 契約期間

契約締結の日から平成30年３月30日（予定）

４ 予算額

7,560,000円以内（消費税及び地方消費税を含む）

※当該金額は、企画提案において提示する金額の上限額であり契約金額では

ない。

５ 委託業務の主な内容

別添「仕様書」のとおり

６ 参加資格

次の掲げる要件を全て満たす者（複数の法人からなる共同企業体を含む）と

する。

(1) 沖縄県内に本社又は支店、事業所等を有する者であること。

(2) 那覇空港の空港施設の状況及び空港機能全般に精通しており、国、地方公



共団体その他類似団体から那覇空港に係る調査、検討業務の委託を過去５年

以内に受けたことがある者であること。

(3) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４第１項の規定に該

当しない者であること。また、同条第２項各号に該当すると認められる者で、

その事実があった後２年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過

していない者であること。

(4) 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づき、更生手続き開始の申し立

てがなされていない者であること。

(5) 宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団体又は暴力団員の統

制の下にある者でないこと。

(6) 共同企業体の場合は、以下の要件を全て満たすこと。

ア 共同企業体の構成員が他の共同企業体の構成員又は単体法人として今回

の企画提案募集に対し重複参加していないこと。

イ 共同企業体を代表する事業者が応募を行うこと。

ウ 共同企業体構成員の全てが、上記(3)、(4)及び(5)の要件を満たすこと。

エ 共同企業体の構成員のうちいずれか１者が、上記(1)及び(2)の要件を満

たすこと。

７ 企画提案書

委託業務の企画提案書は、別添委託業務仕様書の内容をすべて満たすものと

し、かつ、次に掲げる要件に留意し、提出するものとする。

(1) 企画提案書の様式（下記8(3)エ）は、原則Ａ４版30頁以内とし、日本語に

よる提案書とする。

(2) 企画提案書には、以下の項目を具体的に記載すること。

ア 県経済の発展の方向性を踏まえた那覇空港の将来の航空需要の推計に関

すること。

イ 上記で推計した航空需要に対して必要となる空港施設の規模及び拡張方

法等の検討に関すること。

ウ 那覇空港における空港経営改革（コンセッション）の導入の検討に関す

ること。

エ 委託業務の実施体制に関すること。

オ 委託業務のスケジュールに関すること。（業務開始日は平成29年９月１

日と設定すること）

カ その他委託業務の目的を達成する為に必要となる調査や検討事項等に関

すること。



(3) 企画提案書において、連携先等の具体的な企業の名称（検討・調査の連携

企業等）の記載については、企画提案事業者において、先方の了承を得るこ

と。

(4) 企画提案書は、企画提案応募申請書（様式３）に添付する以外に６部用意

し、合計７部提出すること。

８ 申請書類

委託業務の提案に関する申請書類は、以下のとおりとする。

(1) 質問事項（様式１）

(2)企画提案意思確認書（様式２）

※共同企業体の場合は、共同企業体協定書（任意様式）を添付すること。

(3) 企画提案応募申請書（様式３）※以下の書類を一式にまとめて提出する。

ア 会社概要（様式３－１）

イ 業務実績（様式３－２）

※業務実績については、可能な限り、契約書の写し及び実績報告書又は

成果物の写しを添付すること。ただし、実績報告書又は成果物の著作

権及び所有権が企画提案事業者に属さない場合は、先方に確認のうえ、

提出すること。

ウ 経費見積書（様式３－３）

※経費見積書の明細（任意様式）を別途添付すること。

エ 企画提案書（任意様式）

※「７ 企画提案書」を確認すること。（Ａ４版30頁以内）

オ 企画提案書概要版（様式３－４）

※企画提案応募申請書（様式３）については、原本を１部、写しを６部とし、

上記アからオまでの資料を添付して合計７部提出すること。

９ 申請書類提出方法及びの提出先

(1)提出方法は以下のとおり

提出先は沖縄県交通政策課（沖縄県庁７階）とし、提出方法は以下のとおり

とする。

ア 質問事項（様式１）

持参、ＦＡＸ又はメールで提出すること。

イ 企画提案意思確認書（様式２）

持参、ＦＡＸ又はメールで提出すること。

ウ 企画提案応募申請書（様式３）



持参により提出すること。

(2)提出先は以下のとおり

〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎1-2-2（県庁7階）

沖縄県 企画部 交通政策課 交通企画班 （担当：平良）

電話：098-866-2045

FAX：098-866-2448

Eメール：aa015500@pref.okinawa.lg.jp

10 企画提案の審査

(1) 企画提案の審査及び評価を行うため、沖縄県企画部内に選定委員会を設置

する。

(2) 審査方法は以下のとおりとする。

ア はじめに交通政策課において応募資格審査を行う。応募資格があると認

められた提案については、選定委員会において審査を行い、業務委託候補

の優先順位を決定する。

イ 応募者が多数の場合は、審査方法を二段階方式とし第一次審査（書類審

査）において数社選定し、その数社について第二次審査を行う。

ウ 審査にあたり、事前に沖縄県職員が申請内容を確認するための聞き取り

をすることがある。

エ 企画選定に当たり、応募者はプレゼンテーションを行う。

オ 選定委員会は非公開で行い、審査経過及び審査結果に関する問い合わせ

には応じない。

カ 選定委員会が第１位に選定した者（以下「委託先候補者」という。）が

辞退した場合、または県との委託に関する協議が整わなかった場合は、次

順位の申請者を委託先候補者とする。

(3) 選定委員会は、審査にあたっては以下の事項等について評価する。

ア 事業の趣旨、目的に沿った提案であること。

イ 確実に委託業務を遂行できる能力・体制を有していること。

ウ 合理的かつ具体性のある提案であること。

(4) 審査の結果については、申請書を提出した者に対して文書で通知する。な

お、結果についての異議申し立ては受理しない。

11 スケジュール

(1) 質問事項受付期間

公募開始時から平成29年８月４日（金）16時まで



※質問は、質問事項（様式１）で行うこと。

※質問に対する回答は、平成29年８月８日（火）を予定

(3) 企画提案意思確認書の提出期限

平成29年８月10日（木）16時まで（厳守）

※企画提案を希望する場合は、企画提案意思確認書（様式２）を提出する

こと。

※企画提案意思確認書を提出しない場合は、下記(4)の企画提案書の提出

はできません。

(4) 企画提案書の提出期限

平成29年８月16日（水）16時まで（厳守）

(5) 企画提案書の書類確認及び応募資格審査

平成29年８月16日（水）～平成29年８月18日（金）

※企画提案書の申請状況等により、第一次審査（書類審査）を行うことが

あります。

(6) プレゼンテーション

平成29年８月22日（火）午後予定

(7) 審査結果の通知

平成29年８月下旬予定

(8) 委託契約締結

平成29年８月下旬予定

12 留意事項

(1) 企画提案に係る資料作成に要する経費、プレゼンテーションに参加する経

費等については、提案者の負担とする。

(2) 提出された企画提案書等は返却をしないものとする。

(3) 企画提案された内容については、総合的に審査及び評価するため、事業

趣旨に合致しない事項については、県と委託予定事業者と協議のうえ、見

直すものとする。


